
人
権
擁
護
委
員
に

ご
相
談
く
だ
さ
い

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」

12
月
４
日
～
10
日
は「
人
権
週
間
」

▪
お
気
軽
に
ご
相
談
を

　

市
内
に
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
た
10
名
の
人
権
擁
護
委
員

が
い
ま
す
。
い
じ
め
や
虐
待
な
ど

の
困
り
事
、
何
で
も
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

　

相
談
専
用
電
話　

＊
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
☎（
０
５
７
０
）０
０
３‐
１
１
０

＊
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　

（
０
１
２
０
）０
０
７‐
１
１
０

＊
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎（
０
５
７
０
）０
７
０‐
８
１
０

▪
人
権
擁
護
委
員
の
活
動

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
が
人
権
に
関
心
を
持
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
に
啓
発
活
動
を
行
っ

た
り
、
法
務
局
や
田
原
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
あ
つ
み
ラ
イ
フ
ラ
ン
ド
で
さ

ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
の
相
談
を
受

け
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

啓
発
活
動
で
は
、
小
学
校
へ
出

向
き
、
人
権
紙
芝
居
を
使
っ
て
子

ど
も
た
ち
に
思
い
や
り
の
大
切
さ

を
伝
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
中
学
校
・
高
校
で
は
、

携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な

ど
に
よ
る
い
じ
め
防
止
の
た
め
、

Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
を
活
用
し
て
分
か
り

や
す
く
解

説
し
て
い

ま
す
。
企

業
で
は
、

セ
ク
ハ
ラ

や
パ
ワ
ハ

ラ
に
関
す

る
研
修
も

行
っ
て
い

ま
す
。

▼
地
域
福
祉
課

☎
23‐３
５
１
２

23‐３
５
４
５

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局
・
豊

橋
人
権
擁
護
委
員
協
議
会

☎（
０
５
３
２
）54‐９
２
７
８

教
員
免
許
状
を
お
持
ち
の
方
は

教
員
免
許
の
更
新
が
必
要
で
す

　

教
員
免
許
は
更
新
が
必
要
で

す
。
今
後
、
教
壇
に
立
つ
見
込
み

の
あ
る
方
は
、
修
了
確
認
が
必
要

で
す
。

　

教
員
免
許
更
新
講
習
が
必
要
な

方
は
、申
し
込
み
や
教
員
免
許
確
認

申
請
の
手
順
な
ど
を
、愛
知
県
教
育

委
員
会
教
職
員
課
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

▼
愛
知
県
教
育
委
員
会
教
職
員
課

教
員
免
許
グ
ル
ー
プ

☎（
０
５
２
）９
５
４‐６
７
７
２

【
縦
覧
】東
三
河
都
市
計
画

の
変
更
案
お
よ
び
決
定
案

に
つ
い
て　

１
０
０
６
５
５
７

　

本
市
が
決
定
す
る
都
市
計
画
の

変
更
案
お
よ
び
決
定
案
を
縦
覧
し

ま
す
。ご
意
見
が
あ
る
方
は
、期
間

満
了
の
日
ま
で
に
本
市
に
対
し
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

・
用
途
地
域
の
変
更（
田
原
赤
羽

根
地
区
）

・
地
区
計
画
の
決
定（
田
原
赤
羽

根
地
区
）

・
高
度
利
用
地
区
の
変
更

日
時：
12
月
13
日（
金
）～
27
日

（
金
）午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分　

場
所：
街
づ
く
り
推
進
課

（
北
庁
舎
２
階
）

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23‐３
５
３
５

22‐３
８
１
１

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
購
入

引
換
券
の
申
請
受
付
期
限
を

令
和
２
年
１
月
31
日
ま
で
延

長
し
ま
す   

１
０
０
６
５
８
７

　

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
購
入

希
望
者
で
、市
民
税
非
課
税
者
の

方
は
、購
入
引
換
券
の
申
請
が
必

要
で
す
。
当
初
、申
請
期
限
は
11

月
29
日
で
し
た
が
、よ
り
多
く
の
対

象
者
に
商
品
券
を
利
用
し
て
い
た

だ
く
た
め
、
申
請
期
限
を
令
和
２

年
１
月
31
日
ま
で
延
長
し
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

対
象：市
民
税
非
課
税
者

▼
商
工
観
光
課

☎
29‐３
０
０
９

22
‐３
８
１
７

（
仮
称
）あ
か
ば
ね
こ
ど
も

園
の
整
備・運
営
を
行
う
事

業
者
が
決
定
し
ま
し
た

１
０
０
６
５
９
１

　

高
松
保
育
園･

赤
羽
根
保
育

園・若
戸
保
育
園
を
統
合
し
、「
田

原
赤
羽
根
土
地
区
画
整
理
事
業
」

の
用
地
の
一
画
に
、
新
た
に
（
仮

称
）
あ
か
ば
ね
こ
ど
も
園
を
整
備

し
、
園
の
運
営
を
行
う
民
間
事
業

者
が
決
定
し
ま
し
た
。

・
法
人
の
概
要

名
称：学
校
法
人
正
円
寺
学
園

代
表
者：理
事
長 

金
仙
宗
哲
氏

所
在
地：
豊
橋
市
牛
川
町
字
浪
ノ

上
10
番
地

　
今
後
は
、選
定
事
業
者
と
運
営
協

議
を
行
い
、令
和
３
年
度
に
新
園
舎

の
建
設
、令
和
４
年
度
に
新
こ
ど
も

園
の
開
園
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
子
育
て
支
援
課

☎
23‐３
５
１
３

23‐３
５
４
５

寄
付

　
次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し

ま
す
。

▼
９
月
26
日
、
東
三
河
ヤ
ク
ル
ト

販
売
㈱
代
表
取
締
役
社
長 

高
橋

豊
彦
様
か
ら
、
元
気
な
ま
ち
づ
く

り
の
た
め
、
金
１
９
２
６
円
。

▼
10
月
23
日
、
三
河
ミ
ク
ロ
ン
㈱

代
表
取
締
役　
彦
坂
直
政
様
か
ら

市
立
小
中
学
校
お
よ
び
保
育
園
の

花
い
っ
ぱ
い
運
動
の
推
進
・
環
境

教
育
の
向
上
の
た
め
、
草
花
用
培

土
28
㎥
、
袋
９
３
０
袋
。

▼
10
月
25
日
、
㈱
ア
ジ
オ
カ
代

表
取
締
役 

味
岡
源
太
郎
様
か
ら
、

教
育
活
動
へ
の
支
援
の
た
め
、
書

籍
30
冊
。

 ●人権擁護委員の皆さん
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